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(57)【要約】
【課題】カード用コネクタに対するカード用トレイの誤
挿入を防止する。
【解決手段】カード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入
されるカード用トレイ１であって、前板部１１と、前板
部１１から前記挿入方向に延在する２以上の側板部１２
と、側板部１２の任意の２つの先端部同士を結ぶ奥板部
１３とを備え、側板部１２の少なくとも１つが、前記挿
入方向に延在する溝１２ｄを有し、カード用コネクタ２
に正しい姿勢で挿入されたときは、溝１２ｄがカード用
コネクタ２側の突起片１５２に係合してカード用コネク
タ２への挿入をガイドし、カード用コネクタ２に上下反
転姿勢で挿入されようとしたときは、側板部１２の先端
部が、挿入空間Ｓ１の挿入口Ｓ２縁部又は突起片１５２
に当接してカード用コネクタ２への誤挿入を規制する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード用コネクタの挿入空間に挿入されるカード用トレイであって、
　前板部と、
　前記前板部から前記挿入方向に延在する２以上の側板部と、
　前記側板部の任意の２つの先端部同士を結ぶ奥板部とを備え、
　前記側板部の少なくとも１つが、前記挿入方向に延在する溝を有し、
　前記カード用コネクタに正しい姿勢で挿入されたときは、前記溝が前記カード用コネク
タ側の突起片に係合して前記カード用コネクタへの挿入をガイドし、
　前記カード用コネクタに上下反転姿勢で挿入されようとしたときは、前記側板部の先端
部が、前記挿入空間の挿入口縁部又は前記突起片に当接して前記カード用コネクタへの誤
挿入を規制することを特徴とするカード用トレイ。
【請求項２】
　前記溝が、前記複数の側板部の２つに設けられている請求項１に記載のカード用トレイ
。
【請求項３】
　前記溝が、前記側板部における前記挿入方向のほぼ全域にわたって設けられている請求
項１又は２に記載のカード用トレイ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のカード用トレイを挿入する挿入空間を備えたカー
ド用コネクタであって、
　前記カード用トレイを収容するハウジングと、
　前記ハウジングに取付けられ、前記挿入空間の少なくとも一部を覆うカバー部材とを備
え、
　前記カバー部材又は前記ハウジングが、前記挿入空間に突出する１以上の突起片を有し
、
　前記カード用トレイが正しい姿勢で挿入されたときは、前記突起片が前記カード用トレ
イ側の溝に係合して前記カード用トレイの挿入をガイドし、
　前記カード用トレイが上下反転姿勢で挿入されようとしたときは、前記挿入空間の挿入
口縁部又は前記突起片が前記カード用トレイの先端部に当接して前記カード用トレイの誤
挿入を規制することを特徴とするカード用コネクタ。
【請求項５】
　前記突起片が、２つ設けられている請求項４に記載のカード用コネクタ。
【請求項６】
　前記突起片が、前記挿入空間の挿入口近傍に設けられている請求項４又は５に記載のカ
ード用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カード用トレイ及びカード用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、スマートフォン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プ
レーヤ、ゲーム機、車両用ナビゲーション装置等の電子機器においては、ＳＩＭ（Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カード、ＭＭＣ（Ｒ）（Ｍｕｌｔｉ
　Ｍｅｄｉａ　Ｃａｒｄ）、ＳＤ（Ｒ）（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、ｍｉ
ｎｉＳＤ（Ｒ）カード、ｘＤピクチャーカード（Ｒ）（ｘＤ－Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃａｒｄ
）、メモリスティック（Ｒ）、メモリスティックＤｕｏ（Ｒ）、スマートメディア（Ｒ）
、Ｔｒａｎｓ－Ｆｌａｓｈ（Ｒ）メモリカード、マイクロＳＤ（Ｒ）カード等の各種メモ
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リカードを利用するために、カード用コネクタを備えている（たとえば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　メモリカードは、通常、底面に複数の接続パッドを有し、カード用コネクタに正しい姿
勢で挿入すると、メモリカードの接続パッドがカード用コネクタ内の接続端子と接触して
導通されるが、上下反転姿勢でカード用コネクタに挿入したときは、挿入が規制されるよ
うになっている。その理由は、メモリカード自体が誤挿入防止のために非対称形状を有し
、該非対称形状を利用して誤挿入を防止するようにカード用コネクタの挿入空間が設計さ
れているからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２９４５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、電子機器の急速な小型化に伴って、メモリカード及びカード用コネクタは、急速
に小型化される傾向にある。そのため、ユーザが手指によってメモリカードを把持したり
、カード用コネクタに適切に挿入することが困難になりつつある。そこで、メモリカード
をあらかじめカード用トレイにセットしておき、該カード用トレイを挿入するカード用コ
ネクタが提案されている。このようなカード用コネクタによれば、メモリカードの挿入が
容易になるだけでなく、メモリカードの形状変更にも容易に対応でき、さらには、複数の
メモリカードをカード用トレイにセットしてカード用コネクタに同時挿入することも可能
になる。
【０００６】
　しかしながら、カード用トレイを挿入する従来のカード用コネクタでは、メモリカード
の非対称形状を利用してカード用トレイに対する誤セットを防止しているものの、カード
用トレイが上下反転姿勢で誤挿入される可能性があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みなされたものであって、カード用コネクタに対
するカード用トレイの誤挿入を防止することができるカード用トレイ及びカード用コネク
タの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、本発明のカード用トレイは
、カード用コネクタの挿入空間に挿入されるカード用トレイであって、前板部と、前記前
板部から前記挿入方向に延在する２以上の側板部と、前記側板部の任意の２つの先端部同
士を結ぶ奥板部とを備え、前記側板部の少なくとも１つが、前記挿入方向に延在する溝を
有し、前記カード用コネクタに正しい姿勢で挿入されたときは、前記溝が前記カード用コ
ネクタ側の突起片に係合して前記カード用コネクタへの挿入をガイドし、前記カード用コ
ネクタに上下反転姿勢で挿入されようとしたときは、前記側板部の先端部が、前記挿入空
間の挿入口縁部又は前記突起片に当接して前記カード用コネクタへの誤挿入を規制する。
【０００９】
　また、本発明のカード用コネクタは、前述のカード用トレイを挿入する挿入空間を備え
たカード用コネクタであって、前記カード用トレイを収容するハウジングと、前記ハウジ
ングに取付けられ、前記挿入空間の少なくとも一部を覆うカバー部材とを備え、前記カバ
ー部材又は前記ハウジングが、前記挿入空間に突出する１以上の突起片を有し、前記カー
ド用トレイが正しい姿勢で挿入されたときは、前記突起片が前記カード用トレイ側の溝に
係合して前記カード用トレイの挿入をガイドし、前記カード用トレイが上下反転姿勢で挿
入されようとしたときは、前記挿入空間の挿入口縁部又は前記突起片が前記カード用トレ
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イの先端部に当接して前記カード用トレイの誤挿入を規制する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のカード用トレイやカード用コネクタによれば、カード用コネクタに対するカー
ド用トレイの誤挿入を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用トレイを正しい姿勢で挿
入する動作を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用トレイを正しい姿勢で挿
入する動作を別角度から見た斜視図である。
【図３】（ａ）～（ｈ）はカード用トレイの変形パターンを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るカード用コネクタを示す斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係るカード用コネクタを別角度から見た斜視図である。
【図６】（ａ）は本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用トレイを正しい
姿勢で挿入する動作を示す図２のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は本発明の実施形態においてカー
ド用コネクタにカード用トレイを上下反転姿勢で挿入する動作を示す断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係るカード用トレイの図２のＢ－Ｂ概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［カード用トレイ及びカード用コネクタの基本的な構成］
　以下、本発明に係る好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。ま
ず、本発明の実施形態に係るカード用トレイ及びカード用コネクタの基本的な構成につい
て、図１～図５を参照して説明する。
【００１３】
　図１は本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用トレイを正しい姿勢で挿
入する動作を示す斜視図、図２は本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用
トレイを正しい姿勢で挿入する動作を別角度から見た斜視図である。
　これらの図に示すように、本発明の実施形態に係るカード用トレイ１は、メモリカード
３を収容した状態で、電子機器（図示せず）に取付けられたカード用コネクタ２の挿入空
間Ｓ１（挿入口Ｓ２）に挿入される。つまり、メモリカード３は、カード用トレイ１に収
容され、カード用コネクタ２を介して電子機器に装着される。なお、電子機器は、たとえ
ば、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、スマートフォン、ＰＤＡ、デジタルカメラ、
ビデオカメラ、音楽プレーヤ、ゲーム機、車両用ナビゲーション装置等であるが、いかな
る種類の機器であってもよい。
【００１４】
　また、メモリカード３は、たとえば、ＳＩＭカード、ＭｉｃｏｒＳＩＭカード、ＭＭＣ
（Ｒ）、ＳＤ（Ｒ）カード、ｍｉｎｉＳＤ（Ｒ）カード、ｘＤピクチャーカード（Ｒ）、
メモリスティック（Ｒ）、メモリスティックＤｕｏ（Ｒ）、スマートメディア（Ｒ）、Ｔ
ｒａｎｓ－Ｆｌａｓｈ（Ｒ）メモリカード等のメモリカードであり、いかなる種類のメモ
リカードであってもよいが、本実施形態においては、マイクロＳＤ（ｍｉｃｒｏＳＤ）（
Ｒ）カードであるものとして説明する。
【００１５】
　本実施形態において、メモリカード３は、図１に示されるように、全体的に板形状を有
し、その下面に電極パッド（図示せず）が複数配設されている。また、メモリカード３の
左右の側縁のうちの一方の側縁の中間縁（たとえば右側縁の中間縁）には、斜めに切欠か
れた切欠き部３ａが形成されている。
【００１６】
　なお、本実施形態において、カード用トレイ１、カード用コネクタ２及びメモリカード
３の各部の構成及び動作を説明するために使用される上、下、左、右、前、後等の方向を
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示す表現は、絶対的なものでなく相対的なものであり、カード用トレイ１、カード用コネ
クタ２、メモリカード３又はそれらの部品が図に示される姿勢である場合に適切であるが
、カード用トレイ１、カード用コネクタ２、メモリカード３又はそれらの部品の姿勢が変
化した場合には、姿勢の変化に応じて変更して解釈されるべきものである。
【００１７】
　カード用トレイ１としては、金属板材に打抜き、折曲げ等の加工を施して一体的に形成
された金属部材や、金型を用いて一体的に射出成形された樹脂部材が用いられる。本実施
形態のカード用トレイ１は、前板部１１と、前板部１１の左右両端部から前後方向（挿入
方向）に延在する左右の側板部１２と、左右の側板部１２の先端部（後端）同士を結ぶ奥
板部１３とを一体的に備えており、左右の側板部１２間にメモリカード３が収容される。
【００１８】
　前板部１１は、カード用コネクタ２の挿入口Ｓ２、又は、カード用コネクタ２が実装さ
れる電子機器の筐体に形成された貫通孔（図示せず）を塞ぎ得る形状を有し、その一端部
（たとえば右端部）には、トレイ取出し操作時にピン状のトレイ取出し操作具を挿入する
ための孔１１ａが形成され、また、前板部１１の後面部には、カード用トレイ１に収容さ
れたメモリカード３の前端縁を位置決めする前端位置決め部１１ｂが突設されている。
【００１９】
　左右の側板部１２は、カード用トレイ１に収容されたメモリカード３の側縁と下面を位
置決めする段差状の側縁位置決め部１２ａを有する。また、左右いずれか一方の側板部１
２（たとえば右側側板部１２）には、カード用トレイ１に収容されたメモリカード３の中
間縁（切欠き部３ａ）を位置決めする中間位置決め部１２ｂが形成されている。そして、
中間位置決め部１２ｂは、メモリカード３の中間縁を位置決めするにあたり、メモリカー
ド３の左右の側縁のうち、いずれか一方の側縁の中間に形成される切欠き部３ａを位置決
めすることにより、上下反転姿勢等の誤った姿勢でメモリカード３がカード用トレイ１に
収容されることを防止している。なお、左右の側板部１２間は開口部となっており、カー
ド用トレイ１に収容されたメモリカード３の電極パッドが開口部を介して下方に露出し、
カード用コネクタ２の端子１６１との接触が可能になる。
【００２０】
　また、左右いずれか一方の側板部１２（たとえば右側側板部１２）は、外側部に溝状の
切欠き部１２ｃを有する。この切欠き部１２ｃは、カード用トレイ１をカード用コネクタ
２に挿入した際、正規の挿入位置まで挿入されたカード用トレイ１をカード用コネクタ２
側で抜止めするための係合溝として機能する。
【００２１】
　図３の（ａ）～（ｈ）はカード用トレイの変形パターンを示す図である。
　これらの図に示すように、カード用トレイ１としては、１つのメモリカード３を収容す
るものに限定されず、複数のメモリカード３を収容するものが含まれる。また、収容する
複数のメモリカード３は、同一寸法（規格）のものに限定されず、異なる寸法（規格）の
メモリカード３を含むようにしてもよい。
【００２２】
　たとえば、図３の（ａ）では、所定寸法のメモリカード３Ａを１つ収容するカード用ト
レイ１Ａを示しているが、図３の（ｂ）、（ｃ）に示すように、同一寸法のメモリカード
３Ａを左右方向に並ぶように複数収容するカード用トレイ１Ｂ、１Ｃとしてもよい。この
場合、前板部１１から３以上の側板部１２が延在し、その先端部同士が奥板部１３で結ば
れる。
【００２３】
　また、図３の（ｄ）に示すように、前後寸法が異なる複数のメモリカード３Ａ、３Ｂを
左右方向に並ぶように収容するカード用トレイ１Ｄとしてもよい。この場合、カード用ト
レイ１Ｄの先端位置（奥板部１３の前後位置）は不揃いとなってもよい。
【００２４】
　また、図３の（ｅ）に示すカード用トレイ１Ｅのように、同一寸法のメモリカード３Ｂ
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を前後方向に並ぶように複数収容したり、図３の（ｆ）、（ｇ）に示すカード用トレイ１
Ｆ、１Ｇのように、同一寸法のメモリカード３Ｂを前後及び左右方向に並ぶように複数収
容したり、図３の（ｈ）に示すカード用トレイ１Ｈのように、寸法が異なる複数のメモリ
カード３Ｂ、３Ｃを前後方向に並ぶように複数収容してもよい。この場合、前後に並ぶメ
モリカード３Ｂ、３Ｃの収容位置は、側板部１２の中間部同士を結ぶ中板部１４によって
仕切ることができる。
【００２５】
　つぎに、本発明の実施形態に係るカード用コネクタ２について、図４及び図５を参照し
て説明する。
【００２６】
　図４は本発明の実施形態に係るカード用コネクタを示す斜視図、図５は本発明の実施形
態に係るカード用コネクタを別角度から見た斜視図である。
　これらの図に示すように、本発明の実施形態に係るカード用コネクタ２は、合成樹脂等
の絶縁性材料によって一体的に成形されたハウジング１１１と、金属から成る板材に打抜
き、折曲げ等の加工を施すことによって一体的に成形され、ハウジング１１１の上側に取
付けられたカバー部材１５１とを有する。ハウジング１１１とカバー部材１５１との間に
は、一方が挿入口Ｓ２として開口された挿入空間Ｓ１が形成され、この挿入空間Ｓ１に前
述したカード用トレイ１が挿入される。
【００２７】
　ハウジング１１１は、メモリカード３の電極パッド配列に対応した複数の端子１６１（
図６参照）を備える。これらの端子１６１は、カード用コネクタ２を電子機器の回路基板
４（図６参照）に実装する際、回路基板４の回路パターンに接続される。つまり、メモリ
カード３が収容されたカード用トレイ１をカード用コネクタ２に挿入すると、メモリカー
ド３の電極パッドが挿入空間Ｓ１内へ延在する端子１６１に接触し、回路基板４の回路パ
ターンに導通される。
【００２８】
　また、カード用コネクタ２の一側部（たとえば右側部）には、挿入されたカード用トレ
イ１を抜止め状に保持するとともに、所定の取出し操作に応じてカード用トレイ１の一部
を挿入口Ｓ２から押出すトレイ取出し機構（図示せず）が設けられている。つまり、トレ
イ取出し機構は、カード用トレイ１をカード用コネクタ２に挿入した際、カード用トレイ
１の切欠き部１２ｃに係合することにより、挿入されたカード用トレイ１を正規の挿入位
置で抜止め保持する。また、トレイ取出し機構は、カード用トレイ１が挿入された状態に
おいて、カード用トレイ１の孔１１ａからピン状のトレイ取出し操作具を挿入し、トレイ
取出し機構の操作片１１２を操作すると、その挿入力で切欠き部１２ｃとの係合を解除し
て、カード用トレイ１の一部を挿入口Ｓ２から押出す。これにより、カード用トレイ１を
手指でカード用コネクタ２から取出すことが可能になる。なお、トレイ取出し機構は、特
に限定されるものではなく、イジェクトバー式やレバー式、プッシュ―プッシュ式と称さ
れる公知のトレイ取出し機構を用いてもよい。
【００２９】
［カード用トレイ及びカード用コネクタの特徴的な構成］
　つぎに、本発明の実施形態に係るカード用トレイ１及びカード用コネクタ２の特徴的な
構成について、図１～図７を参照して説明する。
【００３０】
　図６の（ａ）は本発明の実施形態においてカード用コネクタにカード用トレイを正しい
姿勢で挿入する動作を示す図２のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は本発明の実施形態においてカー
ド用コネクタにカード用トレイを上下反転姿勢で挿入する動作を示す断面図、図７は本発
明の実施形態に係るカード用トレイの図２のＢ－Ｂ概略断面図である。なお、図６の（ａ
）の示すＡ－Ａ断面図は、図２のＡ－Ａの位置で上下に切断した状態を左側面から見た図
であり、図７の示すＢ－Ｂ断面図は、図２のＢ－Ｂの位置で上下に切断した状態をカード
用トレイの挿入方向から見た図である。
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　図１、図２、図６、図７に示すように、カード用トレイ１は、側板部１２の上面に前後
方向（挿入方向）に延在する溝１２ｄを有する。本実施形態では、左右の側板部１２に溝
１２ｄを形成しているが、いずれか一方の側板部１２だけに溝１２ｄを形成してもよい。
また、図３に示すように、３以上の側板部１２を備えるカード用トレイ１においては、３
以上の側板部１２に溝１２ｄを形成してもよい。
【００３１】
　溝１２ｄは、側板部１２の先端部（後端）を始点とし、前後方向（挿入方向）に所定の
長さ寸法を有するように形成されるが、側板部１２の前後方向（挿入方向）のほぼ全域に
わたって溝１２ｄが形成されることが好ましい。その理由は後述する。
【００３２】
　一方、カード用コネクタ２のカバー部材１５１は、挿入空間Ｓ１に突出する１以上の突
起片１５２を有する。突起片１５２の数は、カード用トレイ１に設けられる溝１２ｄの数
に対応して設定され、突起片１５２の左右位置も、カード用トレイ１に設けられる溝１２
ｄの位置に対応して設定される。
【００３３】
　このような構成によれば、図６の（ａ）に示すように、カード用トレイ１が正しい姿勢
でカード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入されたとき、カード用コネクタ２側の突起片
１５２がカード用トレイ１側の溝１２ｄに係合してカード用トレイ１の挿入をガイドする
ことができる。また、図６の（ｂ）に示すように、カード用トレイ１が上下反転姿勢でカ
ード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入されようとしたときは、突起片１５２と溝１２ｄ
の係合が成立しないため、カード用トレイ１の誤挿入を規制することができる。
【００３４】
　突起片１５２は、挿入空間Ｓ１の奥側に設けることも可能であるが、本実施形態のよう
に挿入口Ｓ２の近傍に設けることが好ましい。その理由は、側板部１２の前後方向（挿入
方向）のほぼ全域にわたって溝１２ｄが形成されたカード用トレイ１との組み合わせによ
り、カード用トレイ１の挿入開始から挿入完了までのほぼ全ての挿入ストロークにおいて
、突起片１５２と溝１２ｄを係合させてカード用トレイ１の挿入をガイドできるからであ
る。また、誤挿入時にカード用トレイ１（側板部１２）の先端部を突起片１５２に当接さ
せる場合には、挿入口Ｓ２の近傍でカード用トレイ１の誤挿入を規制し、誤挿入による端
子１６１の破損等を防止できるという利点がある。
【００３５】
　本実施形態の突起片１５２は、カバー部材１５１の一部を切り起こして形成されている
。このような形成方法によれば、突起片１５２を安価に設けることが可能になる。突起片
１５２を切り起こし形成する場合、カード用トレイ１の挿入方向を向く折り曲げ線１５３
に沿って突起片１５２を切り起こすことが好ましい。その理由は、カード用トレイ１から
挿入方向の負荷を受けても、突起片１５２が変形しにくくなるからである。なお、本実施
形態では、突起片１５２を単に切り起こし形成しているが、突起片１５２の先端部にＬ字
状や折り返し状の曲げ部を形成してもよい。このようにすると、カバー部材１５１の厚さ
寸法に拘わらず、突起片１５２において任意の左右幅を確保できるだけでなく、突起片１
５２の強度を補強できるという利点がある。
【００３６】
　なお、本実施形態では、挿入空間Ｓ１の上側（カバー部材１５１）に突起片１５２を設
けているが、挿入空間Ｓ１の下側（ハウジング１１１）に突起片を設けてもよい。この場
合、突起片と係合する溝は、カード用トレイ１において側板部１２の下面に形成される。
【００３７】
　さらに、本実施形態のカード用トレイ１及びカード用コネクタ２は、カード用トレイ１
の誤挿入防止を目的として下記の構成を有する。
【００３８】
　図７に示すように、本実施形態のカード用トレイ１においては、側板部１２の先端部同
士を結ぶ奥板部１３の下面が、少なくとも１つの側板部１２の先端下面よりも上方に位置
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する。本実施形態では、左右の側板部１２の下面が前後方向（挿入方向）の全域において
同一レベルに位置するので、それよりも上方に位置するように奥板部１３の下面位置が設
定される。これにより、カード用トレイ１の先端部下面には、図７に示すように、左右が
側板部１２、上方が奥板部１３で囲まれた逆凹形状の逃げ空間Ｓ３が形成される。
【００３９】
　一方、カード用コネクタ２は、ハウジング１１１の床面部に挿入空間Ｓ１に突出する突
出部１１３を有する。この突出部１１３は、挿入空間Ｓ１の左右幅方向において、挿入空
間Ｓ１に挿入されるカード用トレイ１の奥板部１３の下面と対向する位置に設けられ、そ
の突出高さは、逃げ空間Ｓ３の高さよりも低く設定されている。なお、本実施形態の突出
部１１３は、カード用トレイ１の挿入ガイドとしても機能するように、左右の側板部１２
の内側面に沿って２つ設けられているが、突出部１１３の数は、１つでもよいし、３以上
であってもよい。また、本実施形態の突出部１１３は、挿入空間Ｓ１における挿入口Ｓ２
の近傍から挿入空間Ｓ１の挿入方向中間位置まで延在しているが、少なくとも挿入口Ｓ２
の近傍に設けられていればよい。
【００４０】
　このような構成によれば、図６の（ａ）に示すように、カード用トレイ１が正しい姿勢
でカード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入されたときは、カード用トレイ１の奥板部１
３が、挿入空間Ｓ１の床部に設けられる突出部１１３の上方を通過することにより、カー
ド用トレイ１の挿入が許容されるが、図６の（ｂ）に示すように、カード用トレイ１が上
下反転姿勢でカード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入されようとしたときは、突出部１
１３にカード用トレイ１の奥板部１３の上面が乗り上げることにより、カード用トレイ１
の側板部１２の先端が挿入口Ｓ２から上方にはみ出して、挿入口Ｓ２の上縁部（カバー部
材１５１の前端部）に当接し、カード用コネクタ２に対するカード用トレイ１の誤挿入が
規制される。
【００４１】
　以上に述べた実施形態によれば、カード用コネクタ２の挿入空間Ｓ１に挿入されるカー
ド用トレイ１であって、前板部１１と、前板部１１から前記挿入方向に延在する２以上の
側板部１２と、側板部１２の任意の２つの先端部同士を結ぶ奥板部１３とを備え、側板部
１２の少なくとも１つが、前記挿入方向に延在する溝１２ｄを有し、カード用コネクタ２
に正しい姿勢で挿入されたときは、溝１２ｄがカード用コネクタ２側の突起片１５２に係
合してカード用コネクタ２への挿入をガイドし、カード用コネクタ２に上下反転姿勢で挿
入されようとしたときは、側板部１２の先端部が、挿入空間Ｓ１の挿入口Ｓ２縁部又は突
起片１５２に当接してカード用コネクタ２への誤挿入を規制することができる。
【００４２】
　また、本実施形態のカード用トレイ１では、溝１２ｄが、複数の側板部１２の２つに設
けられているので、２つの溝１２ｄをそれぞれカード用コネクタ２側の突起片１５２に係
合させれば、１つの溝１２ｄでカード用トレイ１を挿入ガイドする場合に比べ、安定した
挿入ガイドを行うことが可能になる。
【００４３】
　また、本実施形態のカード用トレイ１では、溝１２ｄが、側板部１２における前記挿入
方向のほぼ全域にわたって設けられているので、カード用トレイ１の挿入開始から挿入完
了までのほぼ全ての挿入ストロークにおいて、突起片１５２と溝１２ｄを係合させてカー
ド用トレイ１の挿入をガイドすることができる。
【００４４】
　また、本発明の実施形態に係るカード用コネクタ２によれば、カード用トレイ１を収容
するハウジング１１１と、ハウジング１１１に取付けられ、挿入空間Ｓ１の少なくとも一
部を覆うカバー部材１５１とを備え、カバー部材１５１又はハウジング１１１が、挿入空
間Ｓ１に突出する１以上の突起片１５２を有し、カード用トレイ１が正しい姿勢で挿入さ
れたときは、突起片１５２がカード用トレイ１側の溝１２ｄに係合してカード用トレイ１
の挿入をガイドし、カード用トレイ１が上下反転姿勢で挿入されようとしたときは、挿入
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ド用トレイ１の誤挿入を規制することができる。
【００４５】
　また、本実施形態のカード用コネクタ２では、突起片１５２が、２つ設けられているの
で、２つの突起片１５２をそれぞれカード用トレイ１側の溝１２ｄに係合させれば、１つ
の突起片１５２でカード用トレイ１を挿入ガイドする場合に比べ、安定した挿入ガイドを
行うことが可能になる。
【００４６】
　また、本実施形態のカード用コネクタ２では、突起片１５２が、挿入空間Ｓ１の挿入口
Ｓ２近傍に設けられているので、側板部１２の前後方向（挿入方向）のほぼ全域にわたっ
て溝１２ｄが形成されたカード用トレイ１との組み合わせにより、カード用トレイ１の挿
入開始から挿入完了までのほぼ全ての挿入ストロークにおいて、突起片１５２と溝１２ｄ
を係合させてカード用トレイ１の挿入をガイドすることができる。
【００４７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は上述した実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種
々の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１…カード用トレイ、１１…前板部、１２…側板部、１２ｄ…溝、１３…奥板部、２…カ
ード用コネクタ、１１１…ハウジング、１１３…突出部、１５１…カバー部材、１５２…
突起片、１６１…端子、３…メモリカード、４…回路基板、Ｓ１…挿入空間、Ｓ２…挿入
口、Ｓ３…逃げ空間
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